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県内の大学生に対するアルバイトに関する実態調査結果について 

－ 学生アルバイトに係る労働条件等の実態調査を初めて実施 － 

 

愛媛労働局（局長 天野 敬）では、近年、いわゆる「ブラックバイト」が社会問題となって

いることから、愛媛県内における学生アルバイトを巡る労働条件や学業への支障等の現状及び課

題を把握するため、平成２８年１０月から１１月にかけて、松山市内の大学３校の協力を得て、

実態調査を行いました。 

これから県内の各学校が冬休みに入り、アルバイト等を始めようとする学生も多くなることか

ら、少しでも多くの学生が、自ら労働条件を確認し、トラブルに巻き込まれないようにするため、

調査結果を公表します（別紙参照）。 

今回の結果を踏まえ、県内の大学等に対し、労働基準法等の説明会やセミナーの開催を働きか

けるなど、引き続き県内の学生アルバイトの労働条件の確保に向け、取り組んでまいります。 
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Press Release 

 

「実態調査結果」の概要 

＜調査結果のポイント＞ 

 県内の大学生を対象に、アルバイトに関する意識等調査を実施し、５５１人から回答を得た。 

 

＜実態調査結果＞ 

１ アルバイト経験者の割合 

  「アルバイトの経験あり」の学生は７５．０％（４１３人） 

          

２ 経験した業種について（業種は、求人情報誌で使われている業種を選定） 

 (1) 居酒屋                   １０．８％ 

(2) 牛丼店、カレー店などのチェーンの飲食店    ８．６％ 

（居酒屋、ファストフード、ファミリーレストラン、カフェ、デリバリー店、寿司屋は除く） 

(3)  スーパーマーケット              ６．９％ 

(4)  学習塾（個別指導）              ６．５％ 

(5)  コンビニエンスストア             ５．６％ 
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３ 労働条件の明示について 

  (1) 労働条件を示した書面を交付された     ３７．６％ 

  (2) 労働条件を示した書面を交付されなかった  ４０．１％ 

  (3) 口頭でも具体的な説明がなかった      １２．４％ 

 

４ 労働条件等で何らかのトラブルについて 

  〇労働条件等で何らかのトラブルがあった    ５７．３％ 

   

  〇トラブルの内訳 

 ＜労働基準法違反のおそれのあるもの＞ 

(1)労働時間が６時間を超えても休憩時間がなかった            ９．２％ 

(2)時間外労働や休日労働、深夜労働について、割増賃金が支払われなかった ６．０％ 

(3)準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった             ５．３％ 

(4)実際に働いた時間の管理がされていなかった              ４．２％ 

 

 ＜その他労使間のトラブルと考えられるもの＞ 

   (1)給与明細書がもらえなかった                                          ６．４％ 

     (2)一方的に急なシフト変更を命じられた                  ５．８％ 

     (3)一方的にシフトを削られた                       ５．３％ 

     (4)採用時に合意した以上のシフトを入れられた               ４．２％ 

          

５ アルバイトにより学業に支障がでた経験のある学生について 

  〇アルバイトにより学業に支障が出た経験のある学生            １１．９％ 

 

 ＜支障が出た具体的事例＞ 

   ・テスト期間中もシフトを強制的に入れられた。 

     ・アルバイトを休む場合に、自分でシフトに入る人を探す必要があった。 

     ・人手不足でテスト前及びテスト期間中、休みを取得できなかった。 

 

６ アルバイト等で困った時の相談先について 

(1) 知人・友人に相談した                              ３３．６％ 

(2) 家族に相談した                                         ２６．１％ 

(3) 学校や職場の先輩に相談した                                   １０．８％ 

(4) インターネットで調べた                                             ８．４％ 

(5) 行政機関等の専門の相談口に相談した                                   ０．８％ 

        【内訳】 

    ・労働基準監督署等に相談した       ０．３％ 

    ・労働条件相談ほっとラインに相談した   ０．３％ 

    ・その他専門の相談窓口に相談した     ０．２％ 

 

 

 ※別紙：資料編（アルバイト経験のある学生への労働条件に関する意識調査） 

 

 


